
区 分

予 算 件
条 例 案 件 議案 １件
その他議案 1 件
認 定 件
報 告 件
提 出 件

計 1 件

◎その他議案
（１件） 【１】

総務部

（平成３１年４月１日（一部令和元年６月１日）から施行）

(2)

(3)

その他規定の整備

自動車取得税 エコカー減税の軽減割合等の見直し及び延長

令和元年三重県議会定例会提出予定議案概要

個人県民税 ふるさと納税制度の見直しに伴う改正

不動産取得税 サービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る減額措置の延
長

件 名 概 要

専決処分の承認について
（三重県県税条例等の一
部を改正する条例）

狩猟税 対象鳥獣捕獲員等に係る課税免除等の特例措置の延長

地方税法等の一部を改正する法律等による地方税法の一部改
正等に鑑み、個人県民税、不動産取得税、自動車取得税、狩猟
税等について必要な改正を行った。

(4)

(5)

（主な改正内容）
(1)

１ 条例の概要
(1)個人県民税 総務大臣が一定の基準に適合する地方団体をふるさと納税（特例控除）の対象として指定す
るよう制度の見直しがなされたことに伴う改正
(2)不動産取得税 新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置及
び当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税の減額措置の適用期限を、令和３年３月３１日まで延長
(3)自動車取得税 乗用車及びトラック・バスに係るエコカー減税の軽減割合等を見直したうえで、自動車取得
税が廃止される令和元年９月３０日まで延長
(4)狩猟税 対象鳥獣捕獲員等の狩猟者登録に係る課税免除等の特例措置を令和６年３月３１日まで延長

２ 専決年月日：平成３１年３月２９日
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